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愛媛の看護魅力発信支援事業運営業務 

委託事業者 募集要領 
１ 目的 

この要領は、若手看護職員の県内定着に係る病院見学バスツアー運営業務を委託するに当たり、企画提案を広

く募集し、総合的な審査により受託者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 企画提案の募集から契約までの手順 

一定の資格要件（「４企画提案の参加資格」参照）に該当する事業者から、公募により委託業務に係る企画提

案を受け、内容審査を行った上で、総合的に最も優れた内容であると認めた者と業務委託契約を締結する。 

なお、契約に当たっては、選定された企画提案内容について協議・調整を行った上で、委託者と契約候補者の

双方が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場

合がある。 

 

３ 委託業務の概要 

（１）委託名 

愛媛の看護魅力発信支援事業運営業務 

（２）事業期間 

契約締結の日から令和８年１２月３１日まで 

（３）業務内容 

別添愛媛の看護魅力発信支援事業運営業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）予算額 

1,914千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 企画提案の参加資格 

県内に本店・支店・営業所がある法人で、以下の資格要件を全て満たしていること。 

（１）本業務の遂行にあたり、十分な能力を有すること。 

（２）地方自治法施行令第167条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当しないこと。 

（３）企画提案書の受付期間中において、愛媛県から競争入札への指名停止を受けていないこと。 

（４）愛媛県競争入札参加資格者名簿に登録されていること（もしくは、企画提案書提出時までに登録が予定されて

いること）。 

（５）企画提案書の受付期間中において、会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法に基づく民事

再生手続き開始の申し立て及び破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

（６）企画提案書の提出期限の日前６月間において、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停

止されていないこと。 

（７）役員等、又は経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第２

条第３号に規定する暴力団員等を含む。）でないこと。 

（８）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 
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５ スケジュール（予定） 

４月 ８日（水）公募開始 

４月２０日（月）参加申込書提出締切、質問書提出締切 

４月３０日（木）企画提案書提出締切 

５月１２日（火）プレゼンテーション 

５月１４日（木）審査結果通知予定 

 

６ 企画提案への参加及び辞退 

企画提案への参加を希望する者は、予め参加申込書（様式１）を提出すること。 

（１）提出方法 

持参又は郵送により「13 問い合わせ先・提出先」へ提出すること。 

（２）提出期間 

持参による場合は、令和８年４月３０日（木）までの執務時間中（８時30分から17時15分まで）とする。郵送

による場合は、令和８年４月３０日（木）17時15分までの必着とする。 

（３）その他 

参加申込書を提出した後に参加を辞退する場合は、令和８年４月３０日（木）17時15分までに、辞退届（様式

２）を提出すること。 

 

７ 質問書の提出 

本企画提案について質問がある場合は、令和７年４月１３日（月）から４月２０日（月）17時15分までに以下

の点に留意のうえ、提出すること。 

・様式３を用いて電子メール又はファックスにより提出すること。送信後、電話にて着信確認を行うこと。 

・電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

・提案書の記載内容や審査基準、積算に関する質問、他の参加申込者からの提案書提出状況に関する質問等、

公平性の確保及び公正な選考を妨げるおそれがある質問については回答しない。 

・質問内容及び質問に対する回答は、愛媛県看護協会ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容

が、質問者の具体の提案内容に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ電子メールで回答する。 

※提出先：「13問い合わせ先・提出先」を参照 

 

８ 企画提案書及び見積書の提出 

（１）提出物及び提出部数 

ア企画提案提出書（様式４）１部 

イ企画提案書（様式指定なし）９部（正本１部、副本８部） 

ウ見積書（様式指定なし）９部（正本１部、副本８部） 

（２）企画提案書等の作成方法 

①企画書等作成要領に基づき作成すること。 

②原則として、Ａ４判（縦向き）、横書き、左綴じで作成し、ページ番号を各ページ下に付すこと。 

③提案書の表紙には、以下の内容を記載すること。 

ａ宛名 

公益社団法人愛媛県看護協会 会長 久保 幸 

ｂ標題 

愛媛の看護魅力発信支援事業運営業務 

ｃ提出年月日 

ｄ会社名（正本のみ押印） 
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④次の事項を内容に含めること。 

ａ実施内容及び方法 

・効果的、効率的な事業の実施を裏付ける材料を具体的に記載すること。 

ｂ実施スケジュール 

・可能な限り具体的なスケジュールを記載すること。 

ｃ事業の実施体制 

・法人の組織図及び人員体制（既存資料で可）、本事業を担当する職員の体制（人数、指揮系統等）とその

業務の内容を記載すること。 

ｄ事業費内訳（見積額） 

・見積書の金額は、消費税及び地方消費税を含む金額とし、単価及び数量など内訳を詳細に記載すること。 

（３）提出期限及び提出先 

持参による場合は、令和８年４月３０日（木）までの執務時間中（８時30分から17時15分まで）とする。郵

送による場合は、令和８年４月３０日（木）の17時15分までの必着とする。 

提出先は「13 問い合わせ先・提出先」のとおりとする。 

（４）留意事項 

①企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、委託者から、書類の不足・不備

の補完、不明な内容の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出を指示する場合がある。 

②提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しない。 

③企画提案書の提出は、参加事業者１者につき１案のみとし、複数の提案をすることはできない。 
 

９ 契約候補者の選定 

（１）企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）の中から契約候補者を選定するため、委託先事業者選定

審査会を設置し、提出された企画提案書によりプレゼンテーションを行う。 

（２）提案された企画書は次の項目により総合的に評価する。 

審査項目 内容 配点 

業務内容の理解度 ・業務趣旨を理解した提案となっているか。 １０ 

同種、類似業務実績 ・同種、類似の業務の実績を有しているか。 １０ 

企画力 ・「県内医療機関の魅力及び東予、中予、南予の各地域の魅力」発

信、看護学生の県内定着に繋がる内容となっているか。 

・広報効果を高めるための独自発想や提案が盛り込まれているか。 

２０ 

広報戦略 ・効果が期待できる広報となっているか。 

・看護学生に効果的な広報となっているか。 

２０ 

業務推進体制 ・提案業務の実施に適当な組織体制になっているか。 

・スケジュールに無理がなく、作業手順は効率的なものであるか。 

１０ 

専門知識 ・業務を遂行するための必要十分な知識・知見を有し、活用されて

いるか。 

１０ 

経済性 ・業務実施に要する経費は適切なものとなっているか。 

・経費内訳は明確かつ適切に記載されているか。 

２０ 

 

10 審査結果 

審査結果については、企画提案書を提出した全ての者に書面で通知する。ただし、順位や採点結果については

通知しない。 
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11 契約方法 

（１）委託契約に当たっては、契約候補者の企画提案内容をもって直ちに契約するものではなく、選定された企画提

案内容について協議・調整を行った上で、委託者と契約候補者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。

その際、協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 

（２）別添仕様書は、当該業務の最低水準を示したものである。したがって、委託者と契約候補者との協議等の結果

に基づき、委託業務の内容が追加又は修正される場合がある。 

（３）契約候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかった場合は、その選定を取り消すと

ともに、次点となった者を契約候補者とし、契約内容に係る協議を行った上で、契約を締結する。 

 

12 その他 

（１）この企画提案書の作成及び提出に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 

（２）提出された書類は、選定作業のための必要最小限の範囲で複写することがある。 

 

13 問い合わせ先・提出先 

公益社団法人愛媛県看護協会 

〒790-0843愛媛県松山市道後町２丁目11-14 

（電話番号）089-923-1287（ＦＡＸ番号）089-926-7825 

（メールアドレス）nursing-ehime@circus.ocn.ne.jp 


